
 

 

 北九州スタジアム【場内】 

芝生保護材使用管理規程 
 

 北九州市が所有する芝生保護材に関し、北九州スタジアム場内での使用について必

要な事項を次のとおり定める。 

 

（目的） 

第１条 芝生保護材を使用し、フィールドを活用するさまざまなイベントの継続・拡 

充を図るとともに、地域の活性化に寄与することを目的とする。 

 

（使用許可申請の受付） 

第２条 使用者は、使用許可申請前に施設管理者に対して、使用希望日など事前相談 

を行うこと。 

２ 施設管理者が使用可能と判断した場合、使用者は施設管理者に対して、北九

州スタジアム使用許可申請書と合わせて、芝生保護材の使用許可申請書（様式

第１号）を提出するものとする。 

 

（使用の許可） 

第３条 施設管理者は、使用者に使用を許可するときは、使用許可書（様式第２号）

を交付する。 

   

（使用料） 

第４条 １枚あたり（７５ｃｍ×７５ｃｍ）１日１００円とし、原則、６枚１セット

単位で貸出すものとする。 

 

（使用方法） 

第５条 この芝生保護材は、以下の用途で使用すること。 

   (１)観客用 

   (２)その他市及び施設管理者が協議の上認めるもの 

  ２ 使用にあたっては、芝生保護材の耐荷重以上の載荷を行わないこと。 

  ３ その他、施設管理者の指示に従うこと。 

 

（使用の条件） 

第６条 使用料算定上の使用日数は、実際に使用した日数（設置～イベント期間～撤

去）とする。（場内運搬・洗浄に要した日数は、使用日数に含めない） 

  ２ 時間単位の使用についても１日扱いとする。 

  ３ 場内運搬や設置・撤去など、場内作業については、施設管理者の指示に従い、
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使用者が行うこと。 

  ４ 芝生の管理上、芝生保護材の設置は連続５日以内とする。 

（使用料の支払い） 

第７条 使用者は、芝生保護材を返却後、施設管理者の指定する納付書により、使用

料の支払いを行うこと。 

 

（賠償責任） 

第８条 使用の取消し等により、使用者が受けた損害については、施設管理者は賠償

の責めを負わない。 

 

（使用者の守るべき事項） 

第９条 使用者は次の事項を守らなければならない。 

（１）芝生保護材の場内運搬や設置・撤去、芝生の留意事項等の詳細について、事 

前に施設管理者との協議を充分に行うこと。 

 （２）芝生保護材の使用に係る、場内運搬や設置・撤去、これらに関する費用につ 

いては、使用者の負担とする。 

（３）返却時、使用者が枚数・破損等の確認を行い、最終確認を施設管理者が行う。 

なお、今回の使用による破損等が生じた場合、使用者の負担で補修または補充

を行うなど、施設管理者と協議の上、原状回復をして返却すること。 

（４）今回の使用による汚れについては、使用者の負担で洗浄すること。 

（５）芝生の状態確認のため、市及び施設管理者の立会いのもと、使用の約１週間 

前に現地確認を行う。返却して約３週間後、再度芝生の状態を確認する。決め

られた使用方法を守らず、芝生に変色・枯死等が確認された際、芝生の補修ま

たは張り替えにかかる費用については、使用者の負担とする。  

（６）「北九州スタジアム使用許可書」の使用上の注意事項に順守すること。 

 （７）使用後１ヶ月以内に、使用報告書（様式第３号）を施設管理者に提出するこ 

と。 

（８）その他、本書に定めのない事項または疑義が生じた事項については、その都 

度、施設管理者と協議を行うものとする。 

 

付 則 

 この規程は令和３年１月２７日から施行する。 

付 則 

 この規程は令和３年８月２３日から施行する。 
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様式第１号    
令和  年  月  日 

 

芝生保護材使用許可申請書【場内】 

 
株式会社ウインドシップ北九州 

  北九州スタジアム 施設長 様 
 

団体名 
   申請者 代表者 

住 所〒 
連絡先（電話） 

 
芝生保護材使用管理規程により、下記のイベントで使用するので申請します。なお、この

申請書及び添付資料について事実と相違ないこと、並びに暴力団等の反社会的勢力に該当せ

ず、及び申請した事業に反社会的勢力を一切関与させないことを誓約します。 
イベント名称  

使 用 期 間  

開 催 場 所  

主 催 者  

参 加 料  

イベント概要  

イベント予算  

役 員 名 簿  

特 記 事 項  

 
 

 
 
 

種別 単位（Ａ） 使用料（１枚）（Ｂ） 計（A）×（B） 

芝生保護材     枚 100 円     円 
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様式第２号 
 

令和  年  月  日 

 

芝生保護材使用許可書【場内】 

            
 

団体名 
申請者 代表者      様 

住 所〒 
連絡先（電話） 

株式会社ウインドシップ北九州 
北九州スタジアム 施設長 

 
 

                    
令和  年  月  日付申請のあった芝生保護材の使用について許可する。 

 

イベント名称  

使 用 期 間  

開 催 場 所  

主 催 者  

厳 守 事 項 芝生保護材貸出管理規程を厳守すること。 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
様式第３号 

 
令和  年  月  日 

 

芝生保護材使用報告書【場内】 

            
 

株式会社ウインドシップ北九州 
北九州スタジアム 施設長 様 

 
団体名 

申請者 代表者 
住 所〒 
連絡先（電話） 

 
 

承認のありました、芝生保護材の使用について、別添のとおり報告します。 
 
(添付資料) 
   ・イベント実績資料 
   ・芝生保護材を使用した写真 
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